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式
を
適
用
す
る
案
件
に
つ
い
て
は
、

準
備
契
約
の
案
件
の
中
で
優
先
的

に
手
続
き
を
進
め
、
可
能
な
限
り

提
案
書
作
成
期
間
や
審
査
期
間
を

確
保
す
る
等
、
契
約
事
務
手
続
き

で
で
き
る
こ
と
は
引
き
続
き
努
力

し
て
い
き
ま
す
。（
財
務
局
）

二  

十
分
な
予
算
の
措
置
並
び
に

最
低
制
限
価
格
等
を
導
入
す
る

場
合
の
協
議
に
つ
い
て

１　

予
算
の
積
算
に
あ
た
っ
て
は
、

毎
年
度
、
最
新
の
単
価
に
基
づ
く

施
設
管
理
予
算
の
確
保
を
。
ま
た
、

旧
労
務
単
価
で
契
約
し
た
案
件
は
、

新
労
務
単
価
へ
の
契
約
変
更
を
。

　

建
物
管
理
や
清
掃
委
託
な
ど
の

人
件
費
割
合
の
高
い
労
働
集
約
型

業
務
の
予
定
価
格
の
設
定
に
当

た
っ
て
は
、
公
共
工
事
設
計
労
務

単
価
、
維
持
保
全
業
務
積
算
基
準

又
は
建
築
保
全
業
務
労
務
単
価
、

物
価
資
料
等
、
該
当
業
務
内
容
に

合
致
し
、
か
つ
、
客
観
性
の
あ
る

最
新
の
労
務
単
価
を
基
に
積
算
す

る
こ
と
を
庁
内
に
周
知
徹
底
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
新
労
務
単
価
へ

の
契
約
変
更
に
つ
い
て
は
、
現
在

委
託
案
件
で
は
、
公
共
工
事
設
計

労
務
単
価
を
使
用
し
て
い
る
一
部

の
案
件
に
つ
い
て
契
約
変
更
を
認

め
て
お
り
ま
す
が
、
他
案
件
へ
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
各
案
件
の
積

算
内
容
を
踏
ま
え
検
討
し
て
い
き

ま
す
。（
財
務
局
）

２　

予
定
価
格
の
積
算
は
、
積
算

能
力
や
事
業
者
の
提
案
内
容
の
審

査
能
力
な
ど
を
一
層
向
上
。

　

予
定
価
格
に
つ
い
て
は
、
各
局

化
す
る
こ
と
に
よ
る
影
響
、
適
用

す
べ
き
業
務
分
野
の
範
囲
等
の
課

題
が
あ
り
、
引
き
続
き
検
討
を

行
っ
て
い
き
ま
す
。（
財
務
局
）

三  

契
約
内
容
の
履
行
確
保
と
入

札
参
加
資
格
の
審
査
に
つ
い
て

１　

入
札
参
加
申
請
の
際
の
等
級

に
関
し
、
決
算
報
告
書
・
確
定
申

告
書
の
写
し
、
契
約
実
績
も
売
上

の
半
分
以
上
の
契
約
書
の
写
し
を

添
付
さ
せ
る
こ
と
を
要
望
。

　

入
札
参
加
資
格
の
等
級
決
定
に

お
い
て
は
、
申
請
日
現
在
で
確
定

し
て
い
る
直
近
の
決
算
年
度
の
財

務
諸
表
等
に
基
づ
き
行
っ
て
い
ま

す
。
申
請
後
に
必
要
が
あ
る
場
合

に
は
申
請
内
容
を
確
認
で
き
る
書

類
を
求
め
る
こ
と
と
し
て
い
ま

す
。
資
格
審
査
に
必
要
な
書
類
に

つ
い
て
は
、
今
後
と
も
検
討
し
て

ま
い
り
ま
す
。（
財
務
局
）

２　

業
者
指
名
の
段
階
で
、
適
正

な
履
行
能
力
の
十
分
な
審
査
を
。

　

業
者
指
名
は
、
入
札
参
加
資
格

手
続
き
を
経
て
登
録
さ
れ
た
東
京

都
入
札
参
加
資
格
名
簿
の
登
録
業

者
の
中
か
ら
、
指
名
基
準
に
基
づ

き
、
発
注
契
約
の
内
容
に
適
し
た

専
業
性
及
び
技
術
的
適
性
、
過
去

の
履
行
成
績
等
を
踏
ま
え
て
行
っ

て
い
ま
す
。（
財
務
局
）

３　

入
札
参
加
の
際
に
は
、
積
算

資
料
提
出
の
要
求
を
。

　

都
が
発
注
す
る
委
託
等
の
案
件

に
つ
い
て
は
積
算
資
料
の
提
出
を

全
て
の
案
件
を
対
象
と
し
て
は
求

お
い
て
、
労
務
単
価
や
物
価
の
動

向
な
ど
を
踏
ま
え
、
適
正
な
積
算

に
努
め
て
い
ま
す
。（
財
務
局
）

３　

最
低
賃
金
の
年
度
途
中
の
引

上
げ
等
も
見
込
ん
だ
適
正
な
予
定

価
格
の
設
定
を
。

　

都
で
は
、
公
共
工
事
設
計
労
務

単
価
、
維
持
保
全
業
務
積
算
基
準

又
は
建
築
保
全
業
務
労
務
単
価
、

物
価
資
料
等
、
該
当
業
務
内
容
に

合
致
し
、
か
つ
、
客
観
性
の
あ
る

最
新
の
労
務
単
価
を
基
に
予
定
価

格
の
積
算
を
行
っ
て
お
り
、
案
件

ご
と
に
使
用
す
る
単
価
が
異
な
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
最
低
賃
金
の

引
き
上
げ
に
伴
う
一
律
の
契
約
変

更
は
予
定
し
て
お
り
ま
せ
ん
が
、

引
続
き
、
労
務
単
価
や
物
価
の
動

向
な
ど
を
踏
ま
え
、
適
正
な
積
算

に
努
め
て
い
ま
す
。（
財
務
局
）

４　

社
会
保
険
相
当
額
を
適
正
に

見
込
ん
だ
予
定
価
格
の
設
定
を
。

　

予
定
価
格
に
つ
い
て
は
、
各
局

に
お
い
て
、
労
務
単
価
や
物
価
の

動
向
な
ど
を
踏
ま
え
、
適
正
な
積

算
に
努
め
て
お
り
、
法
定
福
利
費

は
、
こ
れ
ま
で
も
適
切
に
積
算
に

含
ま
れ
て
お
り
ま
す
。（
財
務
局
）

５　

業
務
委
託
入
札
に
最
低
制
限

価
格
制
度
を
導
入
す
る
場
合
は
、
十

分
な
配
慮
を
。
最
低
制
限
価
格
は
予

定
価
格
の
85
％
以
上
で
設
定
を
。

　

最
低
制
限
価
格
制
度
の
導
入
に

つ
い
て
は
、
業
務
委
託
は
一
般
的

に
委
託
内
容
が
多
岐
に
亘
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
積
算
基
準
を
共
通

め
て
お
り
ま
せ
ん
が
、低
価
格
等
、

積
算
内
容
の
確
認
を
行
う
必
要
が

あ
る
場
合
に
は
、
個
別
の
対
応
を

行
っ
て
い
ま
す
。（
財
務
局
）

４　

業
者
指
名
段
階
あ
る
い
は
落

札
後
、
資
料
の
提
出
を
求
め
る
な

ど
、
会
社
だ
け
で
な
く
従
事
者
の

保
険
加
入
や
最
低
賃
金
の
遵
守
等

を
促
が
す
取
り
組
み
を
。

　

都
が
登
録
事
業
者
や
そ
の
従
業

員
全
て
の
加
入
状
況
を
確
認
す
る

こ
と
は
受
発
注
者
双
方
に
大
き
な

負
担
と
な
り
、
実
務
上
困
難
で
あ

り
、
ま
た
都
に
そ
の
権
限
も
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
未
加

入
者
へ
の
対
応
が
重
要
で
あ
る
こ

と
は
認
識
し
て
お
り
、
財
務
局
契

約
第
二
課
発
注
の
案
件
に
つ
い
て

は
、
社
会
保
険
加
入
を
入
札
参
加

条
件
と
す
る
な
ど
、
加
入
促
進
に

努
め
て
い
ま
す
。（
財
務
局
）

５　

総
合
評
価
案
件
以
外
で
も
、

適
切
に
審
査
・
評
価
で
き
る
体
制

整
備
を
要
望
。

　

事
業
者
の
経
営
力
に
つ
い
て

は
、
資
格
審
査
時
に
年
間
総
売
上

高
、
自
己
資
本
額
な
ど
の
客
観
的

審
査
事
項
と
営
業
種
目
ご
と
の
売

上
高
に
よ
る
主
観
的
審
査
事
項

に
よ
り
審
査
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
技
術
力
な
ど
価
格
以
外
の
要

素
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
案
件

で
は
、
総
合
評
価
方
式
を
適
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
お

り
、
そ
れ
以
外
の
案
件
で
も
、
業

務
内
容
に
応
じ
て
、
入
札
参
加
に

必
要
と
な
る
条
件
を
付
す
こ
と
に

よ
り
、
適
正
な
履
行
の
確
保
を

図
っ
て
い
ま
す
。（
財
務
局
）

６　

評
価
結
果
の
一
般
へ
の
公
表

に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討
を
。

　

業
務
委
託
の
品
質
の
向
上
を
図

る
た
め
、
こ
れ
ま
で
評
定
対
象
契
約

の
希
望
者
の
み
に
行
っ
て
い
た
評

価
結
果
の
通
知
を
、
平
成
30
年
度
よ

り
、
全
受
託
者
に
対
し
て
通
知
す
る

こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
受
託
者
が

自
身
の
評
価
結
果
を
認
識
す
る
こ

と
が
品
質
の
向
上
に
つ
な
が
る
と

考
え
る
こ
と
か
ら
、
現
時
点
で
は
評

価
結
果
の
一
般
へ
の
公
表
を
考
え

て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
業
務
委
託
成

績
評
定
実
施
要
領
で
は
、
優
良
事
業

者
は
優
先
的
に
指
名
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
し
て
い
ま
す
。
平
成
30
年

４
月
１
日
に
当
該
実
施
要
領
を
改

正
し
、
優
良
事
業
者
の
対
象
を
従
前

か
ら
の「
Ａ
」に
加
え
、「
Ｂ
」
ま
で

拡
大
し
、
よ
り
優
先
的
に
指
名
で
き

る
事
業
者
の
拡
大
を
図
っ
て
い
ま

す
。
な
お
、
同
じ
優
良
事
業
者
で
あ

る
「
Ａ
」
と
「
Ｂ
」
と
の
間
に
お
い

て
も
、
優
遇
措
置
の
差
別
化
を
図
っ

て
い
ま
す
。
一
方
で
、
履
行
不
良
な

業
者
に
つ
い
て
も
、
入
札
参
加
か
ら

外
す
等
、
適
正
な
措
置
を
行
っ
て
お

り
ま
す
。
ま
た
、「
準
備
契
約
案
件

に
お
け
る
落
札
後
辞
退
に
関
す
る

注
意
事
項
」
の
周
知
・
徹
底
は
引
き

続
き
行
っ
て
い
き
ま
す
。（
財
務
局
）

四  

障
害
者
雇
用
の
促
進
に
つ
い
て

１　

障
害
者
雇
用
促
進
モ
デ
ル
入

札
の
復
活
と
、
対
象
と
な
る
等
級

の
拡
大
を
。

　

障
害
者
雇
用
促
進
モ
デ
ル
入
札

は
、
法
定
雇
用
率
を
達
成
し
て

い
る
こ
と
を
入
札
参
加
要
件
と

し
、
一
部
の
業
務
委
託
案
件
を
対

象
に
、
平
成
28
年
度
準
備
契
約
に

お
い
て
試
行
実
施
し
た
も
の
で
す

が
、
こ
の
趣
旨
を
引
き
継
ぎ
、
平

成
29
年
30
年
度
入
札
参
加
資
格
定

期
受
付
か
ら
新
た
に
、
客
観
的
審

査
事
項
の
一
つ
と
し
て
障
害
者
実

雇
用
率
を
加
点
の
対
象
と
す
る
取

組
を
開
始
し
て
い
ま
す
。そ
の
後
、

平
成
31
年
32
年
度
定
期
受
付
以
降

も
、
引
き
続
き
障
害
者
実
雇
用
率

を
加
点
対
象
と
し
た
資
格
審
査
を

行
っ
て
お
り
、
取
り
組
み
は
継
続

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
障
害
者
雇

用
の
促
進
に
あ
た
っ
て
は
、
モ
デ

ル
事
業
等
を
、
関
係
す
る
事
業
局

と
連
携
し
て
検
討
を
進
め
て
い
き

ま
す
。（
財
務
局
）

２　

入
札
参
加
資
格
定
期
受
付
の

審
査
事
項
の
障
害
者
雇
用
率
に
つ

い
て
、
配
点
率
の
変
更
に
よ
る
、

障
害
者
雇
用
の
比
重
の
拡
大
を
。

　

障
害
者
雇
用
点
数
の
引
き
上
げ
に

つ
い
て
は
、
登
録
事
業
者
の
法
定
雇

用
率
達
成
状
況
や
資
格
審
査
に
お
け

る
格
付
上
の
あ
り
方
等
を
勘
案
し
な

が
ら
、検
討
し
て
い
き
ま
す
。（
財
務
局
）

３　

入
札
参
加
資
格
定
期
受
付
、

総
合
評
価
制
度
以
外
で
も
、
障
害

者
雇
用
率
が
加
点
要
素
と
な
る
仕

組
み
づ
く
り
を
。

　

障
害
者
雇
用
率
に
関
す
る
加
点
に

つ
き
ま
し
て
は
、
入
札
参
加
資
格
受

付
時
の
資
格
審
査
に
お
い
て
引
き
続

き
採
用
す
る
と
と
も
に
、
総
合
評
価

方
式
の
さ
ら
な
る
推
進
を
通
じ
て
活

用
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。（
財
務
局
）

４　

障
害
者
の
就
労
を
明
記
す
る

案
件
の
新
設
等
に
つ
い
て
検
討
を
。

　

ご
要
望
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、

本
来
、
障
害
者
雇
用
政
策
の
中
で

整
理
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
ま

す
が
、「
障
害
者
の
就
労
を
明
記

す
る
案
件
」
は
、
導
入
の
是
非
や

対
象
案
件
の
抽
出
基
準
等
に
つ
い

て
事
業
所
管
局
と
連
携
し
、
検
討

を
進
め
て
い
き
ま
す
。（
財
務
局
）

五  

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

対
策
に
つ
い
て

１　

東
京
都
に
お
い
て
も
中
小

企
業
庁
、
国
交
省
の
通
知
の
趣

旨
の
徹
底
を
。

　

中
小
企
業
庁
及
び
国
土
交
通
省

発
出
の
通
知
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
庁
内
に
周
知
を
図
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
ほ
か
、
国
か
ら
の
通
知

を
踏
ま
え
、
都
に
お
い
て
も
コ
ロ

ナ
感
染
症
対
策
に
伴
う
契
約
手
続

に
つ
い
て
、
適
切
な
対
応
を
と
る

よ
う
各
局
に
様
々
な
通
知
の
発
出

を
行
っ
て
い
ま
す
。（
財
務
局
）

２　

マ
ス
ク
着
用
、
従
業
員
用
を

除
く
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
液
の
設
置

を
発
注
者
側
の
費
用
負
担
で
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
対
策
に
つ

い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
見
込
ま
れ

る
場
合
は
仕
様
書
等
に
記
載
す
る

こ
と
と
し
て
お
り
、
必
要
な
経
費

は
積
算
上
考
慮
す
べ
き
も
の
と
考

え
ま
す
。
ま
た
契
約
後
追
加
で
感

染
症
対
策
が
発
生
す
る
場
合
は
、

受
発
注
者
協
議
の
上
契
約
変
更
等

に
よ
り
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
を

周
知
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
東
京

都
政
策
連
携
団
体
等
に
対
し
て

も
、
都
の
対
応
を
踏
ま
え
た
取
組

を
推
進
す
る
よ
う
、
団
体
を
所
管

す
る
各
局
等
を
通
じ
て
情
報
提
供

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。（
財
務
局
）

３　

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
拡
大
を

理
由
に
、
契
約
額
の
減
額
、
解
約

等
の
不
利
益
な
取
り
扱
い
を
行
わ

な
い
よ
う
要
望
。

　

委
託
料
は
、
契
約
の
履
行
の
対

価
と
し
て
支
払
わ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
施
設
の
閉
鎖
等
に
よ
り
業
務

が
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
ま
で

お
支
払
い
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
コ
ロ
ナ
感
染
症
拡
大
防
止
措

置
に
伴
う
事
業
者
の
支
援
は
公
共

団
体
と
契
約
を
し
た
事
業
者
だ
け

で
な
く
、
他
の
事
業
者
を
含
め
、

労
働
政
策
等
の
施
策
と
し
て
別
途

議
論
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ま

す
。
な
お
、
コ
ロ
ナ
感
染
症
対
策

に
係
る
新
た
な
業
務
な
ど
が
発
生

し
た
場
合
は
、
委
託
者
・
受
託
者

間
の
協
議
等
に
よ
り
適
切
に
対
応

し
て
い
き
ま
す
。（
財
務
局
）

４　

感
染
症
拡
大
防
止
等
に
お

い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
施

設
の
管
理
を
受
託
す
る
事
業
者

に
対
す
る
特
別
な
補
償
、
補
助
、

助
成
等
の
設
定
を
。

　

予
定
価
格
の
積
算
に
当
た
っ
て

は
、
実
際
に
行
う
業
務
内
容
や
施

設
の
特
性
を
踏
ま
え
適
正
に
行
っ

て
お
り
ま
す
が
、
補
償
・
補
助
・

助
成
等
は
個
別
の
契
約
で
は
な

く
、
労
働
政
策
等
の
施
策
と
し
て

別
途
議
論
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考

え
ま
す
。（
財
務
局
）


